
    

 

ニ-34 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

リサイクル槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑩ ２基（１基／系

列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ２ｍ３／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) リサイクル槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列） 

容 量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(a)-⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(a)-⑩は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑩と同義

であり整合している。 
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ニ-35 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

計量前中間貯槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑪ ２基（１基／系

列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 計量前中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 25ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(a)-⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(a)-⑪は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑪と同義

であり整合している。 
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ニ-36 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

計量・調整槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑫  １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 計量・調整槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(a)-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(a)-⑫は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑫と同義

であり整合している。 
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ニ-37 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

計量補助槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑬   １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ７ ｍ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 計量補助槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約７ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(a)-⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(a)-⑬は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑬と同義

であり整合している。 
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ニ-38 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

計量後中間貯槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑭ １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 計量後中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(a)-⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(a)-⑭は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑭と同義

であり整合している。 

5738



    

 

ニ-39 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

ニ(2)(ⅱ)(b)-①２基（１基／系列） 

材料  ステンレス鋼          

容量  約 0.1 ｍ３／基        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-②代替可溶性中性子吸収

材緊急供給弁 

４基（２基／系列）     

材料  ステンレス鋼          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3－５表(1) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の主要設備の仕様 

（１）代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２系列) 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

   基  数    ４（２基／系列×２系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(b)-①は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

①と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(b)-②は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

②と同義であり整合

している。 
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ニ-40 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-③代替可溶性中性子吸収

材緊急供給系主配管・弁（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用）   

２系列 

材料  ステンレス鋼          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解

設備」と兼用） 

 

 

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（エンドピース酸洗浄槽用）        

ニ(2)(ⅱ)(b)-④２基（１基／系列) 

材料  ステンレス鋼          

容量   約 0.3 ｍ３／基        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配

管・弁（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用） 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3－６表(1) 重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系の主要設備の仕様 

 （１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エ

ンドピース酸洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２系列) 

   容  量    約0.3ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)

「ニ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)溶

解設備」に示す。 

 

事業変更許可申請書

(本文)「ﾘ.(1)(ⅱ)圧

縮空気設備」に示す。 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(b)-④は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

④と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(b)-③は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(b)-③と同義

であり整合している。 

5740



ニ-41

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑤重大事故時可溶性中性

子吸収材供給弁（エンドピース酸洗浄槽

用） ４基（２基／系列) 

材料  ステンレス鋼

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑥重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系配管・弁（エンドピース酸

洗浄槽用）（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶

解設備」と兼用） 

２系列

材料  ステンレス鋼

 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エ

ンドピース酸洗浄槽用）

基  数 ４（２基／系列×２系列) 

主要材料 ステンレス鋼

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（エンドピース酸洗浄槽用）（「4.3.1.4.1 溶

解設備」と兼用） 

数  量 ２系列 

主要材料 ステンレス鋼

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑤

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑥

(2)(ⅱ)(b)-⑤は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

⑤と同義であり整合

している。 

設工認のニ

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(b)-⑥は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(b)-⑥と同義

であり整合している。
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ニ-42 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（ハル洗浄槽用） 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑦２基（１基／系列）   

材料  ステンレス鋼          

容量  約 0.1 ｍ３／基        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑧重大事故時可溶性中性

子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

４基（２基／系列）     

材料  ステンレス鋼          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハ

ル洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２系列) 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハ

ル洗浄槽用） 

   基  数    ４（２基／系列×２系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)(ⅱ)(b)-⑦は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

⑦と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(b)-⑧は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(b)-

⑧と同義であり整合

している。 
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ニ-43 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑨重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系配管・弁（ハル洗浄槽用）

（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と

兼用） 

２系列           

材料  ステンレス鋼          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンドピース酸洗浄槽（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用） 

ハル洗浄槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 

溶解設備」と兼用） 

 

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 溶解する使用済燃料の種類及びその種類ご

との最大溶解能力 

(a)  二(2)(ⅲ)(a)-①溶解する使用済燃料の

種類 

ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集

合体であって，以下の仕様を満たすもので

ある。 

 

 

(ｲ) 濃 縮 度 

照射前燃料最高濃縮度   ： ５wt% 

使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5wt%以

下 

 

(ﾛ) 冷却期間 二(2)(ⅲ)(a)-②：15 年以上 

 

 

 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（ハル洗浄槽用）（「4.3.1.4.1 溶解設

備」と兼用） 

 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(2)(ⅱ)(b)-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第 1章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.1 安全機能を有する施設 

9.1.1 安全機能を有する施設に対する設計方針 

(1) 安全機能を有する施設の基本的な設計 

二(2)(ⅲ)(a)-①再処理施設において再処理を行う

使用済燃料は，発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水

型原子炉(以下「BWR」という。)及び軽水減速，軽水

冷却，加圧水型原子炉(以下「PWR」という。)の使用

済ウラン燃料集合体であって，以下の仕様を満たすも

のである。 

 

a. 濃縮度 

照射前燃料最高濃縮度：5wt% 

使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5wt%以下 

 

 

b. 冷却期間 

使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時から再

処理施設に受け入れるまでの冷却期間：4年以上 

ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000t・UPr の

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)

「ニ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)溶

解設備」に示す。 

 

事業変更許可申請書

(本文)「ﾘ.(1)(ⅱ)圧

縮空気設備」に示す。 

 

 

 

 

設工認の二

(1)(ⅲ)(a)-①は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(1)(ⅲ)(a)-①

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のニ(2)(ⅱ)(b)-⑨は，事業変更許可申請書(本文)のニ(2)(ⅱ)(b)-⑨と同義

であり整合している。 

5743



    

 

ニ-44 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 使用済燃料集合体最高燃焼度：55,000MWd

/t･UPr 

      なお，１日当たり処理する使用済燃料の

平均燃焼度は，45,000MWd/t･UPr以下とす

る。 

 

 

 

(ﾆ) 二(1)(ⅲ)(a)-③使用済燃料集合体の照

射前の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち，冷却期間 4年以上 12 年未満の使用済燃料

の貯蔵量が 600 t・UPr 未満，それ以外は冷却期

間 12 年以上となるよう受け入れを管理する。 

二(2)(ⅲ)(a)-②使用済燃料集合体最終取出し

前の原子炉停止時からせん断処理するまでの冷却

期間：15 年以上 

 

c. 燃焼度 

使用済燃料集合体最高燃焼度 ： 55,000 

MWd/t・UPr  

１日当たりに処理する使用済燃料の平均燃焼

度：45,000 MWd/t・UPr以下 

ここでいう t・UPrは，照射前金属ウラン重量換

算である。 

 

ただし，再処理施設の安全機能を有する施設の設計

については，新規制基準施行以前の事業指定(変更許

可)申請書に示される設計条件を維持することとし，

使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とす

る。 

使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時から再処理

施設に受け入れるまでの冷却期間：1年以上 

使用済燃料集合体最終取出し前の原子炉停止時から

せん断処理するまでの冷却期間：4年以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二

(2)(ⅲ)(a)-②は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(2)(ⅲ)(a)-②

を具体的に記載してお

り整合している。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の二

(2)(ⅲ)(a)-③を基に 

使用済燃料集合体を取

扱う機器を設計してお

り整合している。 
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(b) 最大溶解能力 

(ｲ) ＢＷＲ使用済燃料集合体二(2)(ⅲ)(b)-

①処理時 

4.2 t･UPr/d/系列×２系列 

(ﾛ) ＰＷＲ使用済燃料集合体二(2)(ⅲ)(b)-

②処理時 

5.25t･UPr/d/系列×２系列 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 

(a) 主要な核的制限値 

(ｲ) 単一ユニット 

溶解槽ニ(2)(ⅱ)(a)-① 

溶解液の最大濃度   350g･(U＋Pu)/l 

（ここでいう g･(U＋Pu)は，金属ウラ

ン及び金属プルトニウムの合計重量

換算であり，以下「g･(U＋Pu)」とい

う。） 

バケット最大幅     23.3cm 

バケット最大装荷量  215kg･(U＋Pu)O2 

（ここでいう kg･(U＋Pu)O2 は，二酸化

ウラン及び二酸化プルトニウムの合

計重量換算である。） 

質量制限値 215kg･(U＋Pu)O2 又は質量

制限値 145ｋg･(U＋Pu)O2 に応じて，可

溶性中性子吸収材を使用する場合の中

性子吸収材の濃度 0.7g･Gd/l 以上 

（ここでいう g･Gd は，金属ガドリニウ

ムの重量換算である。） 

計量後中間貯槽ニ(2)(ⅱ)(a)-⑭ 

溶解液の同位体組成 

ウラン－235最高濃縮度   1.6wt% 

プルトニウム－240最小重量比 17wt% 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4  系統構成及び主要設備 

4.3.1.4.1  溶解設備 

溶解設備は，２系列で構成する。 

溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃料

集合体については，１系列当たり4.2ｔ・ＵＰｒ／

ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，１系列

当たり5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。 

 

4.3.1.4.2  清澄・計量設備 

清澄・計量設備は，２系列（計量・調整槽以降

は１系列）で構成する。 

清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用

済燃料集合体については4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列,

ＰＷＲ使用済燃料集合体については5.25ｔ・ＵＰｒ

／ｄ／系列である。 

 

 

第 4.3－3 表 溶解設備の主要設備の臨界安全管理

表 

 

 
 

 

 

第4.3－４表 清澄・計量設備の主要設備の臨界安

全管理表他 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.2 溶解施設 

2.2.1 溶解設備 

溶解設備は，ＢＷＲ使用済燃料集合体二

(2)(ⅲ)(b)-①については，1系列当たり最大で

4.2t・UPr/d，ＰＷＲ使用済燃料集合体二(2)(ⅲ)(b)-

②については，1系列当たり最大で 5.25 t・UPr/d で

溶解できる設計とする。 

 

 

2.2.2 清澄・計量設備 

清澄・計量設備は，ＢＷＲ使用済燃料集合体二

(2)(ⅲ)(b)-①について最大で 4.2t・UPr/d/系列，Ｐ

ＷＲ使用済燃料集合体二(2)(ⅲ)(b)-②について最大

で 5.25t・UPr/d/系列で処理できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅲ)(b)-①，②

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ

(2)(ⅲ)(b)-①，②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(a)-①は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(a)-①

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅱ)(a)-⑭は，事

業変更許可申請書(本

文)のニ(2)(ⅱ)(a)-⑭

と同義であり整合して

いる。 
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(ﾛ) 複数ユニット 

ニ(2)(ⅳ)(a)-①，②中性子相互干渉を

無視し得る配置とするので該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 主要な熱的制限値 

該当なし  

(c) 主要な化学的制限値 

該当なし 
 

 

 

 

 

2.2.1 溶解設備 

ニ(2)(ⅳ)(a)-①また，各単一ユニットは，単一ユ

ニット間の中性子相互干渉を無視し得る配置とするこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止する設計と

する。 

 

2.2.2 清澄・計量設備 

ニ(2)(ⅳ)(a)-②また，各単一ユニットは，無限体

系の未臨界濃度で管理するため，複数ユニットは考慮

しない設計とする。 

 

 

 

 

設工認のニ

(2)(ⅳ)(a)-①，②

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ

(2)(ⅳ)(a)-①，②を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)で設計上の考慮

は不要としている。 
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(3) 分離施設 

(ⅰ) 構  造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      分離施設は，分離設備１系列，分配設備

１系列及び分離建屋一時貯留処理設備１系

列で構成し，分離建屋に収納する。  

 

分離建屋のニ(3)(ⅰ)-①主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，地上４階，地下３

階，建築面積約 5,700m2の建物である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離建屋機器配置概要図を第 75 図から第

84 図に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 分離施設 

4.4.1 概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離施設は，分離設備，分配設備及び分離建屋

一時貯留処理設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 分離施設 

分離施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1章 共通項目の「1. 核燃料物質の

臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内における

溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内に

おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，

「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基

づくものとする。 

 

分離施設は，分離設備 1系列，分配設備 1系

列及び分離建屋一時貯留処理設備 1系列で構成

し，分離建屋に収納する設計とする。 

 

分離建屋は，ニ(3)(ⅰ)-①地上 4階，地下 3

階の建物とする設計とする。 

 

【分離建屋】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅰ)-① 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅰ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)は図面の呼び込

みであり，本設工認の

対象外である。 
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分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備

から受け入れたウラン－235 濃縮度 1.6wt%

以下の溶解液中のウラン及びプルトニウム

と核分裂生成物を分離し，核分裂生成物を

除去するニ(3)(ⅰ)-②設備である。 

 

 

分配設備は，ウランとプルトニウムを分

離し，精製施設のウラン精製設備及びプル

トニウム精製設備へ移送するニ(3)(ⅰ)-③

設備である。  

 

 

分離建屋一時貯留処理設備は，ニ

(3)(ⅰ)-④分離建屋の放射性物質を含む溶

液を一時的に貯留し，処理する設備であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

分離施設ニ(3)(ⅰ)-⑤で処理する溶解液

量は，約 0.8m3/h である。 

 

 

 

 

 

分離設備及び分配設備系統概要図を第 11

図に，分離建屋一時貯留処理設備系統概要

図を第 12 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備で調整

した溶解液からＴＢＰ，ｎ－ドデカン(以下4.では

｢希釈剤｣という。)及びこれらの混合物(以下4.で

は｢有機溶媒｣という。)を用いてウラン及びプルト

ニウムと核分裂生成物を分離し，核分裂生成物を

除去する設備である。 

 

分配設備は，分離設備で核分裂生成物を除去し

たウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒からウ

ラナスを含む硝酸溶液を用いてウラン及びプルト

ニウムを相互に分離する設備である。 

 

 

分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分配

設備等で取り扱う放射性物質を含む溶液を一時的

に貯留し，処理する設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離施設が4.8ｔ･ ＵＰｒ／ｄの処理時に溶解施

設から分離施設に受け入れ，抽出塔へ供給する溶

解液量は，約0.8ｍ３／ｈである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.3 分離施設 

 

＜中略＞ 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から

受け入れたウラン-235 濃縮度 1.6wt%以下の溶解

液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生成物

を分離し，核分裂生成物を除去するニ(3)(ⅰ)-

②設計とする。 

 

 

分配設備は，ウランとプルトニウムを分離

し，精製施設のウラン精製設備及びプルトニウ

ム精製設備へ移送するニ(3)(ⅰ)-③設計とす

る。 

 

 

分離建屋一時貯留処理設備は，ニ(3)(ⅰ)-④

工程停止，定期検査等の際に発生する機器内溶

液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的

に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等の適

切な処理を行った後，分離設備，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備等に移送する設計とす

る。 

 

2.3.1 分離設備 

 

＜中略＞ 

分離施設ニ(3)(ⅰ)-⑤が 4.8t･ UPr/ｄの

処理時に溶解施設から分離施設に受け入

れ，抽出塔へ供給する溶解液量は，約

0.8m3 /h とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅰ)-② 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅰ)-

②と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のニ(3)(ⅰ)-③ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅰ)-

③と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のニ(3)(ⅰ)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅰ)-

④を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅰ)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅰ)-

⑤を具体的に記載して

おり整合している。 

 

事業変更許可申請書

(本文)は図面の呼び込

みであり，本設工認の

対象外である。 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 分離設備 

抽 出 塔   １二(3)(ⅱ)(a)-①基 

種  類  環状形パルスカラム 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-② 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

 

第 4.4－１表 分離設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 抽 出 塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分離設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-①は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-①と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-②は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-②と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-① 

二(3)(ⅱ)(a)-② 
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第１洗浄塔  １二(3)(ⅱ)(a)-③基 

種  類  環状形パルスカラム 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-④ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 第１洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-③は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-③と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-④は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-④と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-③ 

(a)-④ 
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  第２洗浄塔  １二(3)(ⅱ)(a)-⑤基 

種  類  環状形パルスカラム 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑥ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 第２洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑤は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑤と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑥は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑥と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑤ 

二(3)(ⅱ)(a)-⑥ 

5751



    

 

ニ-52 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

ＴＢＰ洗浄塔 １二(3)(ⅱ)(a)-⑦基 

種  類  環状形パルスカラム 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑧ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) ＴＢＰ洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 41ｃｍ 

    環状部内径   約 23ｃｍ 

    高  さ    約 12ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑦は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑦と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑧は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑧と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑦ 

二(3)(ⅱ)(a)-⑧ 

5752



    

 

ニ-53 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

溶解液中間貯槽 １二(3)(ⅱ)(a)-⑨基 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑩ 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約 25 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

 

 (７) 溶解液中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 25ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑨は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑨と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑩は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑩と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑨ 

二(3)(ⅱ)(a)-⑩ 

5753



    

 

ニ-54 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

溶解液供給槽 １二(3)(ⅱ)(a)-⑪基 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑫ 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約６m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 溶解液供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約６ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑪は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑪と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑫は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑫と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑪ 

(3)(ⅱ)(a)-⑫ 

5754



    

 

ニ-55 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

抽出廃液受槽 １二(3)(ⅱ)(a)-⑬基 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑭ 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約 15 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (９) 抽出廃液受槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 15ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑬は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑬と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑭は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑭と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑬ 

二(3)(ⅱ)(a)-⑭ 

5755



    

 

ニ-56 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

抽出廃液中間貯槽 １二(3)(ⅱ)(a)-⑮基 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑯ 

材  料  ステンレス鋼 

容  量  二(3)(ⅱ)(a)-⑰約 25 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

 

 (11) 抽出廃液中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 20ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑮は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑮と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑯は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑯と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑰は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑰と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑮ 

二(3)(ⅱ)(a)-⑯ 

3)(ⅱ)(a)-⑰ 

5756



    

 

ニ-57 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

抽出廃液供給槽 ２二(3)(ⅱ)(a)-⑱基 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑲ 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約 60 m3/基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12) 抽出廃液供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    ２ 

    容  量    約 60ｍ３／基 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑱は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑱と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認の二(3)(ⅱ)(a) 

-⑲は，事業変更許可

申請書(本文)の二(3) 

(ⅱ)(a)-⑲と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑱ 

ⅱ)(a)-⑲ 

5757



    

 

ニ-58 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅱ)(a)-⑱ 

(3)(ⅱ)(a)-⑲ 

5758



    

 

ニ-59 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 (b) 分配設備 

プルトニウム分配塔 １ニ(3)(ⅱ)(b)-①

基 

種  類  環状形パルスカラム 

 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.4－２表 分配設備の主要設備の仕様 

 (１) プルトニウム分配塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 65ｃｍ 

    環状部内径   約 47ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分配設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-①は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-①と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-① 

ニ(3)(ⅱ)(b)-① 

5759



    

 

ニ-60 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

ウラン洗浄塔  １ニ(3)(ⅱ)(b)-②基 

種  類  円筒形パルスカラム 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) ウラン洗浄塔 

    種  類    円筒形パルスカラム 

    基  数    １ 

    内  径    約 20ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-②は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-② 

ニ(3)(ⅱ)(b)-② 

5760



    

 

ニ-61 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

プルトニウム洗浄器 １ニ(3)(ⅱ)(b)-③

基 

種  類  ミキサ・セトラ 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン逆抽出器        １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器    １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) プルトニウム洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ６ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) ウラン逆抽出器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ８ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

(５) ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-③は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-③と同

義であり整合してい

る。 

 

事業変更許可申請書

(本文)において許可を

受けた「ウラン逆抽出

器」は，本設工認では

仕様表対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)において許可を

受けた「ウラン溶液Ｔ

ＢＰ洗浄器」は，本設

工認では仕様表対象外

である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-③ 

ニ(3)(ⅱ)(b)-③ 

5761



    

 

ニ-62 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 １ニ

(3)(ⅱ)(b)-④基 

種  類  ミキサ・セトラ 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (６) プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.2ｍ 

    段  数    ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-④は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-④と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-④ 

ニ(3)(ⅱ)(b)-④ 

5762



    

 

ニ-63 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

プルトニウム溶液受槽 １ニ(3)(ⅱ)(b)-

⑤基 

 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約３m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (７) プルトニウム溶液受槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-⑤は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-⑤と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-⑤ 

ニ(3)(ⅱ)(b)-⑤ 

5763



    

 

ニ-64 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

プルトニウム溶液中間貯槽 １ニ

(3)(ⅱ)(b)-⑥基 

 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約３m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン濃縮缶         １基 

 

 

 

 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 (８) プルトニウム溶液中間貯槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

 

 

 (10) ウラン濃縮缶 

    種  類    熱サイホン式 

    基  数    １ 

    容  量    約 5.3ｍ３ 

    処理容量    約 3.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 工 認 の ニ (3) (ⅱ) 

(b)-⑥は，事業変更

許可申請書(本文)の

ニ(3) (ⅱ)(b)-⑥と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)において許可を

受けた「ウラン濃縮

缶」は，本設工認では

仕様表対象外である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ(3)(ⅱ)(b)-⑥ 

ニ(3)(ⅱ)(b)-⑥ 

5764



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(c) 分離建屋一時貯留処理設備

第１一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-①基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約３m3

<中略> 

第 4.4－３表 分離建屋一時貯留処理設備の主要設

備の仕様 

(１) 第１一時貯留処理槽

種  類 環状形 

基  数 １ 

容  量 約３ｍ３  

主要材料 ステンレス鋼

【分離建屋一時貯留処理設備】（仕様表） 

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-①は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

①と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-①

二(3)(ⅱ)(c)-①二(3)(ⅱ)(c)-①

ニ-65

5765



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第２一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-②基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約３m3

(２) 第２一時貯留処理槽

種  類 環状形 

基  数 １ 

容  量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-②は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

②と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-②

二(3)(ⅱ)(c)-②

ニ-66

5766



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第３一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-③基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約 20 m3

(３) 第３一時貯留処理槽

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約 20ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-③は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

③と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-③

二(3)(ⅱ)(c)-③

二(3)(ⅱ)(c)-③

ニ-67

5767



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第４一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-④基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約 20 m3

(４) 第４一時貯留処理槽

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約 20ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-④は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

④と同義であり整合

している。 

 二(3)(ⅱ)(c)-④

二(3)(ⅱ)(c)-④

二(3)(ⅱ)(c)-④

ニ-68

5768



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第５一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑤基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約３m3

(５) 第５一時貯留処理槽

種  類 環状形 

基  数 １ 

容  量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑤は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑤と同義であり整合

している。 

 二(3)(ⅱ)(c)-⑤

二(3)(ⅱ)(c)-⑤

二(3)(ⅱ)(c)-⑤

ニ-69

5769



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第６一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑥基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約１m3

(６) 第６一時貯留処理槽

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑥は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑥と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-⑥

二(3)(ⅱ)(c)-⑥

ニ-70

5770



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第７一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑦基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約３m3

(７) 第７一時貯留処理槽

種  類 環状形 

基  数 １ 

容  量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑦は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑦と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-⑦

二(3)(ⅱ)(c)-⑦

ニ-71

5771



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第８一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑧基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約４m3

(８) 第８一時貯留処理槽

種  類 環状形 

基  数 １ 

容  量 約４ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑧は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑧と同義であり整合

している。 

 

二(3)(ⅱ)(c)-⑧

二(3)(ⅱ)(c)-⑧

ニ-72

5772



分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第９一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑨基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約 10 m3

第10一時貯留処理槽 １二

(3)(ⅱ)(c)-⑩基 

材 料 ステンレス鋼

容  量 約12 m3

(９) 第９一時貯留処理槽

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

(10) 第 10 一時貯留処理槽

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約 12ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑨は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑨と同義であり整合

している。 

設工認の二

(3)(ⅱ)(c)-⑩は，事

業変更許可申請書(本

文)の二(3)(ⅱ)(c)-

⑩と同義であり整合

している。 

二(3)(ⅱ)(c)-⑨

二(3)(ⅱ)(c)-⑨

二(3)(ⅱ)(c)-⑨

二(3)(ⅱ)(c)-⑩

二(3)(ⅱ)(c)-⑩

ニ-73

5773



    

 

ニ-74 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

(ⅲ) 分離する核燃料物質その他の有用物質の種

類及びその種類ごとの最大分離能力 

 

(a) 分離する核燃料物質その他の有用物質の

種類 

(ｲ) ウラン 

(ﾛ) プルトニウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 最大分離能力 

(ｲ) ウラン 

ニ(3)(ⅲ)-①4.8 t･UＰｒ/d 

(ﾛ) プルトニウム 

ニ(3)(ⅰ)-②54 kg･Pu/d 

（ここでいう kg･Pu は，金属プルトニウ

ム重量換算であり， 以下「kg･Pu」と

いう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 分離施設 

4.4.4  系統構成及び主要設備 

4.4.4.1  分離設備 

分離設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ及

び54ｋｇ・Ｐｕ／ｄ（ここでいうｋｇ・Ｐｕは金属

プルトニウム重量換算であり，以下「ｋｇ・Ｐｕ」

という。）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.3 分離施設 

2.3.1 分離設備 

分離設備の最大分離能力は，ニ(3)(ⅲ)-

①4.8t・UPr/d 及びニ(3)(ⅲ)-②54kg・

Pu/d (ここでいう kg・Pu は金属プルトニウ

ム重量換算であり，以下「Kg・Pu」とい

う。）とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅲ)-① 

及びニ(3)(ⅲ)-②は，

事業変更許可申請書

(本文)のニ(3)(ⅲ)-① 

及びニ(3)(ⅲ)-②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「分離す

る核燃料物質その他

の有用物質の種類」

は，本設工認の対象

外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5774



    

 

ニ-75 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

(ⅳ) 主要な核的及び化学的制限値 

(a) 主要な核的制限値 

(ｲ) 単一ユニット 

分離施設で処理する溶解液の同位体組成 

ウラン－235最高濃縮度    1.6 wt% 

プルトニウム－240最小重量比 17 wt% 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽 出 塔 

ニ(3)(ⅳ)-①シャフト部の環状部の最

大液厚み     9.85 cm 

上部及び下部の環状部の最大液厚み   

9.50 cm 

第１洗浄塔 

ニ(3)(ⅳ)-②シャフト部の環状部の最

大液厚み     9.85 cm 

上部及び下部の環状部の最大液厚み   

9.50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分離設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の「分離施設

で処理する溶解液の

同位体組成」を基に

各機器の核的制限値

が定まっており，以

下のとおり核的制限

値に基づき設計する

ことから整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-① 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-② 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

②と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅳ)-① 二(3)(ⅳ)-② 

5775



    

 

ニ-76 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

ウラン洗浄塔 

ニ(3)(ⅳ)-③シャフト部最大内径   

20.85 cm 

上部の環状部の最大液厚み 9.40 cm 

下部の環状部の最大液厚み 8.90 cm 

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 

最大液厚み  ニ(3)(ⅳ)-④11.0 cm 

プルトニウム溶液受槽 

最大液厚み  ニ(3)(ⅳ)-⑤9.75 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分配設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-③ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

③と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-④ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

④と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-⑤ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

⑤と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅳ)-③ 二(3)(ⅳ)-④ 二(3)(ⅳ)-⑤ 

5776



    

 

ニ-77 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

(ﾛ) 複数ユニット 

ニ(3)(ⅳ)-⑥抽出塔と第１洗浄塔とのシ

ャフト部の面間最小距離  263 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分離設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.3 分離施設 

2.3.1 分離設備 

＜中略＞ 

 

分離設備は，溶解液中間貯槽に受け入れた

溶解液を溶解液供給槽を経て抽出塔に供給す

る設計とする。抽出塔では，有機溶媒を用い

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-⑥ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

⑥と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(3)(ⅳ)-⑥ 
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ニ-78 

 

分
離
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て溶解液中のウラン及びプルトニウムを抽出

する設計とする。これにより，抽出塔からの

抽出廃液中のウラン及びプルトニウム量は微

量となる。また，溶解液中の大部分の核分裂

生成物については，有機溶媒に抽出されず，

抽出廃液中に残存させる設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒に

ついては，第 1洗浄塔で硝酸を用いて洗浄

し，さらに，第 2洗浄塔で硝酸を用いて洗浄

することにより，有機溶媒中に同伴する少量

の核分裂生成物を除去した後，エアリフトポ

ンプで分配設備のプルトニウム分配塔に移送

する設計とする。 

第 1洗浄塔の洗浄廃液については，抽出塔

に移送する設計とする。第 2洗浄塔の洗浄廃

液は，補助抽出器に移送し，有機溶媒を用い

て洗浄廃液中の少量のウラン及びプルトニウ

ムを抽出することにより，補助抽出器からの

抽出廃液中のウラン及びプルトニウム量は，

微量となる。補助抽出器からのウラン及びプ

ルトニウムを含む有機溶媒については，抽出

塔に移送する設計とする。 

抽出塔からの抽出廃液については，TBP 洗

浄塔に移送し，希釈剤を用いて TBP を除去し

た後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽

に移送する設計とする。補助抽出器からの抽

出廃液については，TBP 洗浄器へ移送し，希

釈剤を用いて TBP を除去した後，補助抽出廃

液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する設

計とする。 

抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液につ

いては，試料採取してウラン及びプルトニウ

ム量を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃

度が有意量以下であることを確認した後，抽

出廃液供給槽に移送する設計とする。 

抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備の蒸発缶からの濃縮液，気体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃

ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃

液等を受け入れ，スチームジェットポンプで

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液供給槽に移送する設計とす

る。 

分離設備は，再処理運転中又は工程の停止
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時に，純水又は硝酸を用いた洗浄ができる設

計とする。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム

を用い，抽出塔，第 1洗浄塔，第 2洗浄塔及

び TBP 洗浄塔を洗浄できる設計とする。 

分離設備の臨界安全管理を要する機器は，

全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状

寸法管理，濃度管理，同位体組成管理及び中

性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，単一ユニットとして臨界を防止する設計

とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置する

こと，又は中性子吸収材管理との組合せによ

り複数ユニットの臨界を防止する設計とす

る。 

なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理す

る単一ユニットについては，複数ユニットを

考慮しない。 

分離設備を収納するセルの床には，配管か

らのセルへの漏えいの拡大を防止するため

に，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，漏えい検知装置により漏えいを検知する

設計とする。漏えいした溶液は，スチ－ムジ

ェットポンプで抽出廃液供給槽，分離建屋一

時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽等に移

送する設計とする。 

なお，溶解液中間貯槽，抽出塔等の高濃度

の放射性物質を内蔵する機器を収納するセル

において，万一漏えいが起きた場合は，漏え

いした液体状の放射性物質が沸騰又は希釈剤

の引火点に達するおそれがあるため，漏えい

検知装置を多重化するとともに，漏えい液の

移送のためのスチームジェットポンプの蒸気

は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気

系から適切に供給する設計とする。 

溶解液中間貯槽等の高濃度の放射性物質を

内包する機器は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

し，溶液の放射線分解により発生する水素を

可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。ま

た，溶解液中間貯槽等の主要機器は，接地

し，着火源を適切に排除する設計とする。 

分離設備のグローブ ボックスは，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃

性材料を使用する場合は，火災によるパネル

の損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め
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機能を損なわない設計とする。 

抽出塔は，プロセス異常による臨界への拡

大防止の観点で、以下の設計とする。 

 

(1) 溶解液の移送配管に流量計を設置し，

溶解液の流量を制御，監視する設計とす

る。また，抽出塔での溶解液の流量増加

により，濃度管理を行う抽出廃液受槽及

び抽出廃液中間貯槽に過度のプルトニウ

ムが流出することを防止するために，溶

解液の流量高により警報を発するととも

に，溶解液の供給を自動的に停止する停

止系を設ける設計とする。 

(2) 酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

から，抽出塔に供給する有機溶媒の移送

配管には流量計を設置し，有機溶媒の流

量を制御，監視する設計とする。また，

抽出塔での有機溶媒の流量低下により，

濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃

液中間貯槽に過度のプルトニウムが流出

することを防止するために，有機溶媒の

流量低により警報を発するとともに，

TBP 洗浄塔から抽出廃液受槽への抽出廃

液の移送を自動的に停止する停止系を設

ける設計とする。 

(3) 第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液の

移送配管には密度計を設置し，洗浄廃液

の密度を監視する設計とする。また，第

１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下によ

り，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽

出廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが

流出することを防止するため，密度高に

より警報を発するとともに，TBP 洗浄塔

から抽出廃液受槽への抽出廃液の移送を

自動的に停止する停止系を設ける設計と

する。 

 

なお，第 1洗浄塔は，抽出廃液中のプルト

ニウム濃度の上昇を監視するために，第１洗

浄塔へ供給する洗浄用供給硝酸濃度計及び洗

浄用供給硝酸流量計を監視する設計とする。 

補助抽出器は，第 2洗浄塔の洗浄廃液を受

け入れる第 7段の下部に，中性子検出器を設

置して中性子の計数率を測定することで，第

2洗浄塔から受け入れるプルトニウム量及び

補助抽出器の抽出廃液中のプルトニウム量を

監視する設計とする。また，第 2洗浄塔での
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洗浄用液の酸濃度低下により，制限濃度安全

形状寸法管理を行う補助抽出器及び TBP 洗浄

器並びに濃度管理を行う補助抽出廃液受槽及

び抽出廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが

流出することを防止するため，中性子検出器

の計数率高により警報を発するとともに，第

2洗浄塔から補助抽出器への洗浄廃液の移送

を自動的に停止する停止系を設ける設計とす

る。 

なお，第 2洗浄塔については，補助抽出器

内のプルトニウム濃度の上昇を監視するため

に，第 2洗浄塔へ供給する洗浄用供給硝酸濃

度計，洗浄用供給硝酸流量計を監視する設計

とする。 

TBP 洗浄器は，液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶で

の TBP 等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，TBP の混入防止対策として希釈剤を用

いて補助抽出器の抽出廃液を洗浄し TBP を除

去する設計とする。 

TBP 洗浄塔は，液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶で

の TBP 等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，TBP の混入防止対策として希釈剤を用

いて抽出塔の抽出廃液を洗浄し TBP を除去す

る設計とする。 

抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮缶での TBP 等の錯体の

急激な分解反応を防止するため，TBP の混入

防止対策として抽出廃液から有機溶媒を分離

することのできる設計とするとともに，水相

を槽の下部から抜き出す設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する溶解液中間貯槽，

溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間

貯槽及び抽出廃液供給槽を常設重大事故等対

処設備として位置付け，重大事故等が発生し

た場合において，当該貯槽等からの放射性物

質の漏えいを防止できる設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する溶解液中間貯槽，

溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間

貯槽及び抽出廃液供給槽は，同時に発生する

おそれがある冷却機能の喪失による蒸発乾固
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及び放射線分解により発生する水素による爆

発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

に対して，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する溶解液中間貯槽，

溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間

貯槽及び抽出廃液供給槽は，「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の発生を仮定

する機器における水素濃度ドライ換算 12ｖ

ｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する溶解液中間貯槽，

溶解液供給槽，抽出廃液受槽，抽出廃液中間

貯槽及び抽出廃液供給槽は，第１章共通項目

の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることで重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽

出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液

供給槽は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる分離建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽

出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液

供給槽は，配管の全周破断に対して，適切な

材料を使用することにより，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能
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の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽

出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液

供給槽は，内部発生飛散物の影響を受けない

場所に設置することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

2.3.2 分配設備 

分配設備の最大分離能力は，4.8t・UPr /d

及び 54kg・Pu/d とする設計とする。 

分離設備は，溶解液中間貯槽に受け入れた

溶解液を溶解液供給槽を経て抽出塔に供給す

る設計とする。分配設備は，分離設備からウ

ラン及びプルトニウムを含む有機溶媒を受け

入れ，ウランとプルトニウムに分離し，ウラ

ンとプルトニウムを別々に精製施設へ送り出

す設計とする。 

硝酸プルトニウム溶液については，ウラン

洗浄塔で有機溶媒を用いて微量のウランを除

去し，プルトニウム溶液 TBP 洗浄器で希釈剤

を用いて TBP を除去する設計とする。 

プルトニウム分配塔からのウランを含む有

機溶媒については，プルトニウム洗浄器に移

送し，プルトニウムの還元剤としてウラナス

及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出

用液としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用い

て，有機溶媒中の微量のプルトニウムを除去

した後，ウラン逆抽出器へ移送し，逆抽出用

硝酸を用いてウランを逆抽出する設計とす

る。 

逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液

については,ウラン溶液 TBP 洗浄器に移送し,

希釈剤を用いて TBP を除去する設計とする。 

ウラン溶液 TBP 洗浄器及び精製施設のプル

トニウム精製設備の逆抽出液受槽からの硝酸

ウラニル溶液については,ウラン濃縮缶供給

槽に受け入れた後,ウラン濃縮缶に供給する

設計とする。 

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液

については，ウラン濃縮液受槽を経てポンプ

で精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供

給槽へ移送する設計とする。 

ウラン濃縮缶からの凝縮液については,ウ

ラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後,逆抽

出用硝酸としてウラン逆抽出器で利用する設

計とする。 
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ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済み

の有機溶媒については，重力流で酸及び溶媒

の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分

離・分配系の第 1洗浄器へ移送する設計とす

る。分離④-8 

分配設備は，再処理運転中又は工程の停止

時に，純水又は硝酸を用いた洗浄ができる設

計とする。 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム

を用い，プルトニウム分配塔及びウラン洗浄

塔を洗浄する設計とする。 

分配設備の臨界安全管理を要する機器は，

全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体

組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれら

の組合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置する

こと，又は中性子吸収材管理との組合せ並び

に単一ユニット間の中性子相互干渉を考慮し

ても未臨界を確保できる設計とすることによ

り，複数ユニットの臨界を防止する設計とす

る。 

分配設備を収納するセルの床には，配管か

らのセルへの漏えいの拡大を防止するため

に，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，漏えい検知装置により漏えいを検知する

設計とする。漏えいした溶液は，スチ－ムジ

ェットポンプで分離建屋一時貯留処理設備の

第１一時貯留処理槽，第 2一時貯留処理槽等

に移送する設計とする。 

プルトニウム分配塔等の高濃度の放射性物

質を内包する機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供

給し，溶液の放射線分解により発生する水素

を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。

また，プルトニウム分配塔等の主要機器は，

接地し，着火源を適切に排除する設計とす

る。 

分配設備のグローブ ボックスは，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃

性材料を使用する場合は，火災によるパネル

の損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め

機能を損なわない設計とする。 

プルトニウム分配塔は，プルトニウム分配

塔垂直方向に中性子検出器を設置し，中性子

検出器の計数率の分布からプルトニウムの濃
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 (b) 主要な化学的制限値 

ニ(3)(ⅳ)-⑦ｎ－ドデカン引火点  

74 ℃ 

度分布の傾向を監視し，プルトニウム分配塔

での還元剤の流量低下等による濃度管理を行

うプルトニウム洗浄器への過度のプルトニウ

ムの流出を事前に検知する設計とする。 

また，プルトニウム分配塔に供給するウラ

ナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液の流量を

制御，監視し，流量低により警報を発する設

計とする。 

プルトニウム洗浄器は，プルトニウム分配

塔からの有機溶媒を受け入れる第１段の下部

に中性子検出器を設置し，中性子の計数率を

測定し，プルトニウム分配塔から受け入れる

有機溶媒中に含まれるプルトニウム量を監視

する設計とする。また，プルトニウム分配塔

での還元剤の流量低下等により，濃度管理を

行うプルトニウム洗浄器に過度のプルトニウ

ムが流入することを防止するため，中性子検

出器の計数率高により警報を発するととも

に，プルトニウム分配塔からプルトニウム洗

浄器への有機溶媒の移送を自動的に停止する

停止系を設ける設計とする。更に，第５段の

有機溶媒は，アルファ線検出器によってアル

ファ線の計数率を測定し，ウラン逆抽出器へ

移送する有機溶媒中に含まれるプルトニウム

量を監視するとともに，プルトニウム分配塔

での還元剤の流量低下等により，ウラン逆抽

出器に有意量のプルトニウムが流出すること

を防止するため，アルファ線検出器の計数率

高により警報を発する設計とする。 

ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率

を高めるために，逆抽出用硝酸にはウラン濃

縮缶の凝縮液を熱交換器で約 60℃に冷却し

た硝酸を使用し，ウラン逆抽出器内の溶液の

温度を約 50℃とする。 

熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視

するとともに，温度高により警報を発する設

計とする。 

さらに，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を

監視し，溶液の温度高により警報を発すると

ともに，逆抽出用硝酸の供給を自動的に停止

することにより，ウラン逆抽出器内の溶液の

温度がニ(3)(ⅳ)-⑦希釈剤の引火点（74℃) 

を超えない設計とする。 

ウラン溶液 TBP 洗浄器は，ウラン濃縮缶で

の TBP 等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，TBP の混入防止対策として希釈剤を用

いてウラン逆抽出器からの硝酸ウラニル溶液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ(3)(ⅳ)-⑦ 

は，事業変更許可申請

書(本文)のニ(3)(ⅳ)-

⑦と同義であり整合し

ている。 
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を洗浄し TBP を除去する設計とする。 

ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶での

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，TBP の混入防止対策として硝酸ウラニ

ル溶液から有機溶媒を分離することのできる

設計とするとともに，水相を槽の下部から抜

き出す設計とする。 

ウラン濃縮缶は，TBP 等の錯体の急激な分

解反応を防止するため，ウラン濃縮缶の加熱

部に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加

熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監

視し，温度高により警報を発するとともに，

加熱蒸気の温度が 135℃を超えないために，

蒸気発生器に供給する一次蒸気及びウラン濃

縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自動的に

遮断する加熱蒸気停止系を設ける設計とす

る。 

また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を

制御，監視し，圧力高又は液位低により警報

を発するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ

断する設計とする。さらに，ウラン濃縮缶内

の溶液の密度を監視するとともに，密度高に

より警報を発する設計とする。 

ウラン濃縮缶は，ウラン濃縮缶の凝縮器排

気側出口に温度計 を設置し，ウラン濃縮缶

の凝縮器での冷却能力の低下によって，廃ガ

スの温度が異常に上昇した場合に温度高によ

り警報を発する設計とする。 

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定するプルトニウム溶液受槽

及びプルトニウム溶液中間貯槽を常設重大事

故等対処設備として位置付け，重大事故等が

発生した場合において，当該貯槽等からの放

射性物質の漏えいを防止できる設計とする。 

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定するプルトニウム溶液受槽

及びプルトニウム溶液中間貯槽は，放射線分

解により発生する水素による爆発による温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定するプルトニウム溶液受槽

及びプルトニウム溶液中間貯槽は，「放射線

分解により発生する水素による爆発」の発生

を仮定する機器における水素濃度ドライ換算

12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇
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する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定するプルトニウム溶液受槽

及びプルトニウム溶液中間貯槽は，第１章共

通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定するプルトニウム溶液受槽及びプルトニ

ウム溶液中間貯槽は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる分離建屋に設置し，風（台

風）等により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定するプルトニウム溶液受槽及びプルトニ

ウム溶液中間貯槽は，配管の全周破断に対し

て，適切な材料を使用することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定するプルトニウム溶液受槽及びプルトニ

ウム溶液中間貯槽は，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

2.3.3 分離建屋一時貯留処理設備 

第 1一時貯留処理槽は，主にウラン，プル

トニウム及び核分裂生成物が混在する分離設

備の抽出塔，第 1洗浄塔等の機器内溶液等を

受け入れる設計とする。 

第 1一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，ウラナスを添加して有機相中のプル

トニウムを 3価に還元し水相中に移行させ，

有機相と水相を分離する等の処理を行うこと

ができる設計とする。水相については，その

液体の性状に応じて，第 7一時貯留処理槽に
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移送するか又は試料採取してウラン及びプル

トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した

後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第

1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃

液受槽等へスチームジェットポンプで移送す

る設計とする。有機相については，第 5一時

貯留処理槽へ移送する設計とする。 

第 2一時貯留処理槽は，3価のプルトニウ

ムが分離されている第 8一時貯留処理槽の水

相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい

液受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を

受け入れる設計とする。 

第 2一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，亜硝酸ナトリウムを添加してプルト

ニウムを 4価に酸化する等の処理を行うこと

ができる設計とする。水相については，その

液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ

ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認し

た後，第 3一時貯留処理槽若しくは第 4一時

貯留処理槽に移送するか又は試料採取してウ

ラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及

びプルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回

収設備の第 1供給槽等若しくは液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1低レ

ベル第 1廃液受槽等へスチームジェットポン

プで移送する設計とする。 

第 3一時貯留処理槽は，主にウラン，プル

トニウム及び核分裂生成物が混在する第 2一

時貯留処理槽，第 4一時貯留処理槽及び第 7

一時貯留処理槽からの水相，分離設備の抽出

廃液受槽等の機器内溶液，その他再処理設備

の附属施設の分析設備からの分析済溶液等を

受け入れる設計とする。 

第 3一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，その液体の性状に応じて，試料採取

してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウ

ラン及びプルトニウム濃度を確認した後，分

離設備の抽出塔へエアリフトポンプで移送す

るか又は試料採取してウラン及びプルトニウ

ム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度

が有意量以下であることを確認した後，酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の第 1供給槽

等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等
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へスチームジェットポンプで移送する設計と

する。 

第 4一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物

を含む第 2一時貯留処理槽及び第 7一時貯留

処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間

貯槽の機器内溶液等を受け入れる設計とす

る。 

第 4一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，その液体の性状に応じて，第 3一時

貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウ

ラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及

びプルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，分離設備の TBP 洗浄塔へエア

リフトポンプで若しくは抽出廃液供給槽へス

チームジェットポンプで，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第 1供給槽等，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1

低レベル第 1廃液受槽等又は高レベル廃液処

理設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽等へスチ

ームジェットポンプで移送する設計とする。 

第 5一時貯留処理槽は，プルトニウムを除

去した第 1一時貯留処理槽及び第 8一時貯留

処理槽からの有機相等を受け入れる設計とす

る。 

第 5一時貯留処理槽に受け入れた有機相に

ついては，微量の水相の混入がある場合，有

機相と水相を分離する等の処理を行うことが

できる設計とする。水相については，その液

体の性状に応じて，第 1一時貯留処理槽に移

送するか又は試料採取してウラン及びプルト

ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム

濃度が有意量以下であることを確認した後，

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第 1供

給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受

槽等へスチームジェットポンプで移送する設

計とする。有機相については，試料採取して

プルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度

を確認した後，第 9一時貯留処理槽へ移送す

る設計とする。 

第 6一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔

及び TBP 洗浄塔の有機相と水相の界面から抜

き出す抽出廃液等を受け入れる設計とする。 

第 6一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，有機相と水相を分離する等の処理を

行うことができる設計とする。水相について

は，その液体の性状に応じて，試料採取して
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ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン

及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ

とを確認した後，分離設備の抽出廃液供給

槽，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処

理設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽等若しく

は低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1

廃液受槽等又は酸及び溶媒の回収施設の酸回

収設備の第 1供給槽等へスチームジェットポ

ンプで移送する設計とする。有機相について

は，第 9一時貯留処理槽へ移送する設計とす

る。 

第 7一時貯留処理槽は，主にプルトニウム

の原子価が 3価である第 1一時貯留処理槽か

らの水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液

受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受

け入れる設計とする。 

第 7一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，亜硝酸ナトリウムを添加してプルト

ニウムを 4価に酸化する等の処理を行うこと

ができる設計とする。水相については，その

液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ

ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認し

た後，第 3一時貯留処理槽若しくは第 4一時

貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウ

ラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及

びプルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回

収設備の第 1供給槽等若しくは液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1低レ

ベル第 1廃液受槽等へスチームジェットポン

プで移送する設計とする。 

第 8一時貯留処理槽は，主にプルトニウム

を含む分配設備のプルトニウム分配塔，ウラ

ン洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計

とする。 

第 8一時貯留処理槽に受け入れた溶液につ

いては，ウラナスを添加して有機相中のプル

トニウムを 3価に還元し水相中に移行させ，

有機相と水相を分離する等の処理を行うこと

ができる設計とする。水相については，その

液体の性状に応じて，第 2一時貯留処理槽に

移送するか又は試料採取してウラン及びプル

トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した

後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第

1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃
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液受槽等へスチームジェットポンプで移送す

る設計とする。有機相については，第 5一時

貯留処理槽へ移送する設計とする。 

第 9一時貯留処理槽は，プルトニウムを除

去した第 5一時貯留処理槽，第 6一時貯留処

理槽及び第 10 一時貯留処理槽からの有機相

等を受け入れる設計とする。 

第 9一時貯留処理槽に受け入れた有機相に

ついては，微量の水相の混入がある場合，有

機相と水相を分離する等の処理を行うことが

できる設計とする。水相については，その液

体の性状に応じて，試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト

ニウム濃度が有意量以下であることを確認し

た後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の

第 1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設

の低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1

廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送

する設計とする。有機相については，その液

体の性状に応じて，分離設備の第 1洗浄塔等

又は試料採取してウラン及びプルトニウム量

を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，酸及び溶

媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の

分離・分配系の第 1洗浄器へエアリフトポン

プで移送する設計とする。 

第 10 一時貯留処理槽は，主にウランを含

む分配設備のウラン逆抽出器等の機器内溶

液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及

び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生

系の分離・分配系の第 1洗浄器等の機器内溶

液等を受け入れる設計とする。 

第 10 一時貯留処理槽に受け入れた溶液に

ついては，有機相と水相を分離する等の処理

を行うことができる設計とする。水相につい

ては，その液体の性状に応じて，試料採取し

てプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃

度が有意量以下であることを確認した後，分

配設備のウラン溶液 TBP 洗浄器等へエアリフ

トポンプで移送するか又は試料採取してウラ

ン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及び

プルトニウム濃度が有意量以下であることを

確認した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽等若し

くは低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第

1廃液受槽等又は酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備の第 1供給槽等へスチームジェット
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ポンプで移送する設計とする。有機相につい

ては，その液体の性状に応じて，第 9一時貯

留処理槽に移送するか又は試料採取してウラ

ン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及び

プルトニウム濃度が有意量以下であることを

確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回

収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第 1洗

浄器へエアリフトポンプで移送する設計とす

る。 

分離建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理

を要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，

濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収材

管理並びにこれらの組合せにより単一ユニッ

トとして臨界を防止する設計とする。また，

各単一ユニットは，単一ユニット間の中性子

相互干渉を考慮しても未臨界を確保できる設

計とすることにより，複数ユニットの臨界を

防止する設計とする。 

なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理す

る単一ユニットについては，複数ユニットは

考慮しない。 

分離建屋一時貯留処理設備を収納するセル

の床には，配管からのセルへの漏えいの拡大

を防止するために，ステンレス鋼製の漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置により漏え

いを検知する設計とする。漏えいした溶液

は，スチ－ムジェットポンプで第１一時貯留

処理槽，第 10 一時貯留処理槽等に移送する

設計とする。 

なお，第１一時貯留処理槽，第６一時貯留

処理槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機

器を収納するセルにおいて，万一漏えいが起

きた場合は，漏えいした液体状の放射性物質

が沸騰又は希釈剤の引火点に達するおそれが

あるため，漏えい検知装置を多重化するとと

もに，漏えい液の移送のためのスチームジェ

ットポンプの蒸気は，その他再処理設備の附

属施設の安全蒸気系から適切に供給する設計

とする。 

第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽

等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気

系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分

解により発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とする。また，第１一時貯留処

理槽，第６一時貯留処理槽等の主要機器は，

接地し，着火源を適切に排除する設計とす
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る。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する第３一時貯留処理

槽及び第４一時貯留処理槽を常設重大事故等

対処設備として位置付け，重大事故等が発生

した場合において，当該貯槽等からの放射性

物質の漏えいを防止できる設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する第１一時貯留処理槽，第６一時貯

留処理槽，第７一時貯留処理槽及び第８一時

貯留処理槽を常設重大事故等対処設備として

位置付け，重大事故等が発生した場合におい

て，当該貯槽等からの放射性物質の漏えいを

防止できる設計とする。 

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する第２一時貯留処理槽を

常設重大事故等対処設備として位置付け，重

大事故等が発生した場合において，当該貯槽

等からの放射性物質の漏えいを防止できる設

計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する第３一時貯留処理

槽及び第４一時貯留処理槽は，同時に発生す

るおそれがある冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による

爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷

重に対して，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する第１一時貯留処理槽，第６一時貯

留処理槽，第７一時貯留処理槽及び第８一時

貯留処理槽は，冷却機能の喪失による蒸発乾

固による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

に対して，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する第２一時貯留処理槽

は，放射線分解により発生する水素による爆

発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

に対して，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する第３一時貯留処理

槽及び第４一時貯留処理槽並びに「放射線分
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解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定する第２一時貯留処理槽は，「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定する機器における水素濃度ドライ換算

12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇

する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する第３一時貯留処理

槽及び第４一時貯留処理槽，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する第１一

時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７一

時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する第２一時貯留処理槽

は，第１章共通項目の「9.2 重大事故等対

処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する第３一時貯留処理槽及び第４一時貯

留処理槽，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する第１一時貯留処理槽，

第６一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽及

び第８一時貯留処理槽並びに「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の発生を仮定

する第２一時貯留処理槽は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる分離建屋に設置し，

風（台風）等により，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する第３一時貯留処理槽及び第４一時貯

留処理槽，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する第１一時貯留処理槽，

第６一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽及

び第８一時貯留処理槽並びに「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の発生を仮定

する第２一時貯留処理槽は，配管の全周破断
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に対して，適切な材料を使用することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する第３一時貯留処理槽及び第４一時貯

留処理槽，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する第１一時貯留処理槽，

第６一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽及

び第８一時貯留処理槽並びに「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の発生を仮定

する第２一時貯留処理槽は，内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

分離施設の対象となる主要な設備につい

て，「第 1-2-3 表 分離施設の主要設備リス

ト」に示す。 

 

 

 

5795



    

 

ニ-96 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(4) 精製施設 

(i) 構  造 

(a) 設計基準対象の施設 

 

 

精製施設は，ウラン精製設備１系列，プル

トニウム精製設備１系列及び精製建屋一時貯

留処理設備１系列で構成し，精製建屋に収納

する。  

 

 

 

精製建屋ニ.(4) (i) (a)－①の主要構造

は，鉄筋コンクリート造で地上６階，地下３

階，建築面積約 6,500m2の建物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (i) (a)－② 

精製建屋機器配置概要図を第 85図から第

97図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 精製施設 

4.5.1 設計基準対象の施設 

4.5.1.1 概要 

 

 

 

精製施設は，ウラン精製設備，プルトニウム精

製設備及び精製建屋一時貯留処理設備で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体  

2.4  精製施設 

 

 

   精製施設は，ウラン精製設備 1系列，プルトニ

ウム精製設備 1系列及び精製建屋一時貯留処理設

備 1系列で構成し，精製建屋に収納する設計とす

る。 

 

 

 

精製建屋ニ.(4) (i) (a)-①は，地上 6階，地

下 3階の建物とする設計とする。 

 

【建屋】（仕様表） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(a)-①は，事業変更許

可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (a)-①と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (i) 
(a)－②は，図面の呼

び込みであり，本設工

認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請

書（本文）第四号ニ

項において，設工認

の内容は，以下の通

り整合している。 
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ウラン精製設備は，分離施設の分配設備か

ら受け入れた硝酸ウラニル溶液中の核分裂生

成物を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及

びウラン・プルトニウム混合脱硝設備に移送

する設備である。 

 

 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配

設備から受け入れた硝酸プルトニウム溶液中

の核分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備に移送する設備である。 

 

 

精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の

放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処

理する設備である。 

 

 

 

 

ニ.(4) (i) (a)－③ 

精製施設のウラン精製設備で処理する硝酸

ウラニル溶液量は，約 0.6m3/h，プルトニウ

ム精製設備で処理する硝酸プルトニウム溶液

量は，約 0.5m3/hである。 

 

 

ニ.(4) (i) (a)－④ 

ウラン精製設備系統概要図を第 13図に，

プルトニウム精製設備系統概要図を第 14図

に，精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を

第 15図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体  

2.4  精製施設 

＜中略＞ 

 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受

け入れた硝酸ウラニル溶液中の核分裂生成物を除

去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備に移送する設計とする。 

 

 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備

から受け入れた硝酸プルトニウム溶液中の核分裂

生成物を除去し，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備に移送する設計とする。 

 

 

 

   精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放射

性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (i) 
(a)－③は，本設工認

の対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (i) 
(a)－④は，図面の呼

び込みであり，本設工

認の対象外である。 
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 (b) 重大事故等対処設備 

(ｲ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-① 

 

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-② 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-③で構成する。 

 

 

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-④ 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路及び工程計装設備の

一部を常設重大事故等対処設備として設置す

る。工程計装設備の一部を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器（第２表）並びに電気設備の一部である受

電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑤ 

 

安全保護回路については「ヘ．(2) 主要な

安全保護回路の種類」に，工程計装設備につ

いては「ヘ．(3) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については「リ．(1)(ⅰ) 

電気設備」に示す。ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑥ 

4.5.2 重大事故等対処設備 

4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

4.5.2.1.1 概要 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界

事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に

可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生し

た機器を未臨界に移行するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び計

装設備の一部である臨界検知用放射線検出器を常

設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気

設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，臨界事故の発生を仮定する機器（第 4.5－

８表）並びに電気設備の一部である受電開閉設備

等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路につい

ては「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」に，計装

設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設

備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構

成」に示す。 

 

2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機

器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発

生した機器を未臨界に移行するために必要な重大

事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系を設ける設計とする。ニ.(4) (i) (b) 
(ｲ)-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子

吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-③で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気

設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を

常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界

に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-⑤ 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備

として，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の

他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線

検出器並びにガンマ線用サーベイメータ及び中性

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-①は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4)(i)(b)(ｲ)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-②は，計測制

御系統施設の安全保護

回路において記載する

ため，ここでは記載し

ない。 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-③は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-③
と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)- ④は，計測制

御系統施設において記

載するため，ここでは

記載しない。 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑤は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑤
と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑥は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑥
と同義であり整合して

いる。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10

分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了で

きる設計とする。また，弁を多重化すること

等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子

吸収材を供給できる設計とする。さらに，可

溶性中性子吸収材の供給が自動で開始された

ことを，中央制御室において確認できる設計

とする。  

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用

放射線検出器において臨界事故の発生を判定した

場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性

中性子吸収材を自動で重力流により供給する。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移

行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で

きる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界

検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した

機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発

生したと判定したことを条件とし，直ちに経路上

の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発

生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材

を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給

が完了できる設計とする。また，弁を多重化する

こと等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子

吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性

中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，

中央制御室において確認できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内

包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう

設計することとし，具体的には適切な材料の選

定，耐震性の確保及び誤操作による漏えいを防止

する。 

 

 

 

 

子線用サーベイメータを使用する設計とする。な

お，安全保護回路については「4.2 安全保護回

路」の「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材

供給回路」に，計測制御設備については「4.1 

計測制御設備」に示す。ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑥ 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用

放射線検出器において臨界事故の発生を判定した

場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性

中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設

計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移

行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で

きる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用

放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周

辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した

と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を

開放することにより，自動で臨界事故が発生した

機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給

し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完

了できる設計とする。また，弁を多重化すること

等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収

材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性

子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央

制御室において確認できる設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内

包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう

設計することとし，具体的には適切な材料を選定

し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防

止できる設計とする。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

てニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑦修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑧臨界事故の

発生を仮定する機器１基当たり１系列で構成

する。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約 150g･Gd/lと

する。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

は，地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故

等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の

操作により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶

性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ

う，臨界事故の発生を仮定する機器１基当たり１

系列で構成する。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発

生した機器を未臨界に移行するために必要となる

可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕

を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と

し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウム

とし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十

分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界

事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差

を考慮して確実に作動する設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対してニ.(4) 
(i)(b)(ｲ)-⑦修理の対応，関連する工程の停止

等により重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故

等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の

操作により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶

性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ

う，ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑧「臨界事故」の発生を

仮定する機器１基当たり１系列で構成し，未臨界

に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発

生した機器を未臨界に移行するために必要となる

可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕

を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と

し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，

その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余

裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界

事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差

を考慮して確実に作動する設計とする。 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑦は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑦
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑧は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑧
と同義であり整合して

いる。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等によりニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑨機能

を損なわない設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-⑩機能を損なわない設計

とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-⑪再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界

事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管

の全周破断に対して，適切な材質とすることによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定

される重大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。 

 

  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に

使用する系統から速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁

等の操作により，安全機能を有する施設の系統か

ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え

られる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，性能確

認，分解点検等が可能な設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨

界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故

等への対処に必要な設備を１セット確保する設計

とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に

よりニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑨重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，

安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管

の全周破断に対して，適切な材質とすることによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）によりニ.(4) (i) (b)(ｲ)-
⑩重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定

される重大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に

使用する系統から速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁

等の操作により，安全機能を有する施設の系統か

ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え

られる設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-⑪通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するため，

外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑨は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑨
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑩は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i)(b)(ｲ)-⑩
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ｲ)-⑪は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ｲ)-⑪
と同義であり整合して

いる。 
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性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ﾛ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶の

加熱を停止することで，プルトニウム濃縮

缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の再発を防止するために必要な重大事故

等対処設備を設置する。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，一次蒸気停止弁で構成する。 

 

安全保護回路の一部である重大事故時供

給停止回路を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。設計基準対象の施設と兼用す

るプルトニウム精製設備の一部であるプル

トニウム濃縮缶，電気設備の一部である受

電開閉設備等及び工程計装設備の一部を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-① 

 

安全保護回路については「ヘ．(2) 主要な

安全保護回路の種類」に，工程計装設備につ

いては，「ヘ．(3) 主要な工程計装設備の種

類」に，電気設備については，「リ．

性能確認においては，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ

とにより定期的に試験及び検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2  重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合において，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止す

ることで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，一次蒸気停止弁で構成する。 

 

設計基準対象の施設と兼用するプルトニウム精

製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶，電気設

備の一部である受電開閉設備等及び計装設備の一

部であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウ

ム濃縮缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液相

部温度計，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計を

常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

重大事故時供給停止回路については「6.2.4.2 

系統構成及び主要設備」に，計装設備については

「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，電気設備

については「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

性能確認においては，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ

とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計

とする。 

 

＜中略＞ 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界

事故が発生した場合における放射線の影響を考慮

しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる

よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁

は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合

には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と

する。 

 

＜中略＞ 

 

関連する工程を停止すること等については，保

安規定に定めて，管理する。 

 

2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合において，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止す

ることで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

一次蒸気停止弁で構成する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するプルトニ

ウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を

常設重大事故等対処設備として位置付け，火災又

は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収

束できる設計とする。ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-① 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合の重大事故等対処設備として，重大事故時プル

トニウム濃縮缶加熱停止系の他，安全保護回路の

一部である重大事故時供給停止回路及び工程計装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-①は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-①
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-②は，事業変

更許可申請書(本文)の
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(1)(ⅰ) 電気設備」に示す。ニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-② 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，重大事故時供給停止回路の分解反応検

知機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，重大事故時プ

ルトニウム濃縮缶加熱停止設備の一次蒸気停

止弁を閉止することにより，プルトニウム濃

縮缶の加熱を停止できる設計とする。 

 

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-③ 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内的事

象を起因として発生を仮定するため，外的事

象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定

しない。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-④設計基準事故に

対処する加熱停止のための設備である遮断弁

（自動）と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，動作原理の

異なる手動弁とすることで，設計基準事故に

対処する加熱停止のための設備である遮断弁

（自動）に対して多様性を有する設計とす

る。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑤設計基準事故に

対処する加熱停止のための設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，設計基準事故に対処する加熱停止

のための設備を設置する部屋と異なる部屋に

設置することにより，設計基準事故に対処す

る加熱停止のための設備と位置的分散を図る

設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修

理ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑥等の対応，関連する

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の

一次蒸気停止弁は，精製建屋にて手動によりプル

トニウム濃縮缶の加熱を停止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備である遮断弁（自動）と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，動作

原理の異なる手動弁とすることで，設計基準事故

に対処する加熱停止のための設備である遮断弁

（自動）に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，設計基準事故に対処する加

熱停止のための設備を設置する部屋と異なる部屋

に設置することにより，設計基準事故に対処する

加熱停止のための設備と位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を

整備する。 

設備の一部であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶液相部温度計を使用する設計とする。な

お，安全保護回路については「4.2 安全保護回

路」の「4.2.4 重大事故時供給停止回路」に，

工程計装設備については，「4.1 計測制御設

備」に示す。ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-② 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

重大事故時供給停止回路の分解反応検知機器にお

いてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判

定した場合に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加

熱停止系の一次蒸気停止弁を閉止することによ

り，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-④共通要因によって設計基準

事故に対処する加熱停止のための設備である遮断

弁（自動）と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，動作原理の異なる手動弁とすること

で，設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備である遮断弁（自動）に対して多様性を有する

設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑤共通要因によって設計基準

事故に対処する加熱停止のための設備と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準

事故に対処する加熱停止のための設備を設置する

部屋と異なる部屋に設置することにより，設計基

準事故に対処する加熱停止のための設備と位置的

分散を図る設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物に対して修理ニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑤の対応，関連する工程の停止等により

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-②
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (i) 
(a)－③は，本設工認

の対象外である。 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-④は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)- ④
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑤は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑤
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑥は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑥
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工程の停止等により重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する

ための設備ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑦を１基以上

有する設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考

慮してもニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑧機能を損なわ

ない設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材質

とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

りニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑨機能を損なわない設

計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所を選定した設

計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，精製建屋にて操作し易い構造とし，確

実に操作が可能な設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

検査及び分解点検が可能な設計とする。

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための

設備を１基以上有する設計とする。 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間

的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機

能を損なわない設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所に設置し，操作可能な設計と

する。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，精製建屋にて操作し易い構造とし，確実に操

作が可能な設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観検査及

び分解点検が可能な設計とする。 

 

 

 

重大事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

 

 

＜中略＞ 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

安全機能を有する施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための設備

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑦として一次蒸気停止弁を１

基有する設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に

上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑧重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とすること

により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）によりニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑨重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

想定される重大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所を選定した設計とする。 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

精製建屋にて操作し易い構造とし，確実に操作が

可能な設計とする。 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系は，

通常時において，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑩
外観検査及び分解点検が可能な設計とする。 

 

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑦は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑦
と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑧は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑧
と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑨は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑨
と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (i) 
(b)(ﾛ)-⑩は，事業変

更許可申請書(本文)の

ニ.(4) (i) (b)(ﾛ)-⑩
と同義であり整合して

いる。 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 設計基準対象の施設 

(ｲ) ウラン精製設備 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)－① 

抽 出 器           １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)-② 

核分裂生成物洗浄器      １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)-③ 

逆抽出器           １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)-④ 

抽出廃液ＴＢＰ洗浄器     １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑤ 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器    １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑥ 

ウラン濃縮缶         １基 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

関連する工程を停止すること等については，保

安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－①は，本設

工認の対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－②は，本設

工認の対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－③は，本設

工認の対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－④は，本設

工認では仕様表対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－⑤は，本設

工認の対象外である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ｲ)－⑥は，本設

工認の対象外である。 
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(ﾛ) プルトニウム精製設備 

 

第１酸化塔  １基 

種  類  充てん塔 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.5－２表 プルトニウム精製設備の主要設備の仕

様 

(1) 第１酸化塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 7.6ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プルトニウム精製設備】（仕様表） 

 

   
 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－①は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－①と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－① 
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第２酸化塔  １基 

種  類  充てん塔 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 第２酸化塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約９ｃｍ 

高 さ 約 7.6ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－②は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－②と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－② 
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第１脱ガス塔  １基 

種  類  充てん塔 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１脱ガス塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 17ｃｍ 

高 さ 約９ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－③は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－③と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－③ 

5808



    

 

ニ-109 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第２脱ガス塔  １基 

種  類  充てん塔 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 第２脱ガス塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 11ｃｍ 

高 さ 約９ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－④は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－④と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－④ 
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抽 出 塔  １基 

種  類  円筒形パルスカラム 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 抽 出 塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 21ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑤は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑤と同義であり

整合している。 
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ニ.(4) (ⅱ) 

 (a) (ﾛ)－⑤ 

5811



    

 

ニ-112 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

核分裂生成物洗浄塔  １基 

種  類  円筒形パルスカラム 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 核分裂生成物洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 12ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑥は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑥と同義であり

整合している。 
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ニ-113 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ)  

(a) (ﾛ)－⑥ 

5813



    

 

ニ-114 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＴＢＰ洗浄塔  １基 

種  類  円筒形パルスカラム 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ＴＢＰ洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 20ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑦は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑦と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑦ 
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ニ-115 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム溶液供給槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑧ 

容  量   約４m3 

 ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑨ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) プルトニウム溶液供給槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約４ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑧は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑧と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑨は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑨と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑧ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑨ 

5815



    

 

ニ-116 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5816



    

 

ニ-117 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

逆抽出塔  １基 

種  類  円筒形パルスカラム 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 逆抽出塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 12ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑩は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑩と同義であり

整合している。 
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